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東台小学校ほか 13 校外壁調査委託の入札について 

横浜市教育委員会事務局

施設部教育施設課

１ 競争入札に付する事項

 別添設計図書のとおり

２ 設計図書《仕様書》等に関する質問

(1) 方法

入札参加者は、設計図書等に質問があり、回答を求める場合には、令和元年９月４日（水）

午後 3 時までに、別紙「質問書」書式に準じて質問項目を教育施設課にファクシミリまたは

電子メールにて提出してください。なお、質問書を送信した際は、質問書を送信の旨の電話

連絡をお願いします。

(2) 質問書の提出先

横浜市教育委員会事務局施設部教育施設課 安河内

ファクシミリ 045-664-4743

電子メールアドレス ki00-yasukouchi@city.yokohama.jp 

   電話 045-671-3257 

(3) 回答

令和元年９月 11 日（水）までにホームページ上に掲載します。それ以外の方法による回

答は行いません。

(4) その他

入札後、当該設計図書等について不知または不明を理由として異議を申し立てることは

できません。

３ 入札参加の手続き

入札に参加しようとする者は、次の(1)から(3)のとおり書類を提出しなければなりません。 

(1) 提出書類

ア 公募型指名競争入札参加意向申出書

イ 委託業務経歴書

(2) 提出場所

〒231-0016 横浜市中区真砂町２-12 関内駅前第一ビル３階

横浜市教育委員会事務局施設部教育施設課

安河内 電話：045-671-3257（直通）

(3) 提出期限

令和元年９月 17 日（火）まで、（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前 9 時から正午 

まで及び午後 1 時から午後 5 時まで、最終日は午後 3 時まで） 

(4) 入札参加に係る通知

次による通知は、令和元年９月 24 日（火）までに行います。

公募型指名競争入札指名通知書又は公募型指名競争入札非指名通知書
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４ 入札参加資格の喪失

(1) 発注情報詳細（物品・委託等）に記載の入札参加資格を満たさなくなったとき。

(2) ３(1)に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。

５ 入札方法

(1) 入札及び開札の日時・場所

発注情報詳細のとおり

(2) 入札日当日に「公募型指名競争入札指名通知書」の提示がない場合は、入札に参加でき

ません。必ず持参してください。なお、「公募型指名競争入札指名通知書」は再交付できま

せんので、取扱いに注意してください。

(3) 入札方法は、入札参加者が別紙様式による入札書を入札時に直接投函して行います。

(4) 一回目の入札で落札しない場合、その場で二回目の入札を行いますので、入札書は二枚

用意してください。

(5) 地方自治法施行令第 167 条の２第 1 項第 8 号の規程により、二回目の入札で落札者がな

いときは、最低価格を提示した業者と交渉を行い、予定価格内合意した場合に随意契約を

行うこととします。

６ 入札の辞退

入札参加者は、入札書を投函するまでは、次の(1)または(2)の方法により、いつでも入札

を辞退することができます。

 なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受

けるものではありません。

(1) 入札執行前

入札辞退届を契約担当職員に持参するか、又は郵送しなければなりません。ただし、郵

送の場合は、令和元年９月 26 日（木）午後 5 時までに３(2)の部課に必着のこと。 

(2) 入札執行中

入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する職員に直接提出しなければ

なりません。

７ 契約書の作成

(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手側と契約書を取り交わ

します。

(2) 契約事務受任者が契約の相手側とともに契約書に記名押印したときに、本契約書は確定

します。

８ 契約手続に関する問合せ先

教育施設課 営繕係 安河内 電話 045-671-3257（直通） 
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発注情報詳細（物品・委託等）

入札方法 入札書の持参による 公募型指名競争入札

件名 東台小学校ほか 13 校外壁調査委託 

納入／履行場所 設計図書のとおり

納入／履行期間 契約決定した日から令和２年２月 14 日 

最低制限価格

入

札

参

加

資

格

営業品目 320：各種調査企画（建築物劣化調査） 

所在地区分 市内

その他

１ 横浜市契約規則（昭和 39 年３月横浜市規則第 59 号）第３条第１項

に掲げる者でないこと及び同条第２項の規定により定めた資格を有す

る者であること。

２ 令和元・２年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等）に

おいて、所在地区分が「市内」である「中小企業」の中で、「各種調査

企画（細目Ｃ：建築物劣化調査）」に登録している者であること。

３ 入札参加意向申出締切から入札日までの間のいずれかの日において、

横浜市指名停止等措置要綱に基づく指名停止措置を受けていない者で

あること。

４ 赤外線装置法による外壁調査の実績を有する者であること。

提出書類 ①公募型指名競争入札参加意向申出書

②委託業務経歴書

設計図書 ４ページ以降

入札参加申込締切日時 令和元年 ９月 17 日 午後 3 時 00 分 持参による 

指名・非指名通知日 令和元年 ９月 24 日 

質疑締切日時 令和元年 ９月４日

午後 3 時 00 分 

回答期限日時 令和元年 ９月 11 日 

午後 5 時 00 分 

入札及び開札日時 令和元年 ９月 27 日 午後１時 30 分 

入札及び開札場所 関内駅前第一ビル 205E 会議室（横浜市中区真砂町２-12）

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない

注意事項

発注担当課 教育委員会事務局教育施設課 電話 045-671-3257 

契約担当課 教育委員会事務局教育施設課
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 令和元年度 一般会計歳出  第１５款 ８項 ５目  １３節（１２） 

受付 

番号

種 目 番 号 

連絡先

委託担当 

教育施設課 営繕係 
ふ り が な

担当者名 安河内 

 電 話     671-3257 

設 計 書

１ 委 託 名         東台小学校ほか１３校外壁調査委託 

２ 履 行 場 所     横浜市鶴見区東寺尾東台12番１号ほか１3か所 

 ３ 履行期間 ■期間  契約締結日 から 令和２年２月１４日 まで 

 又は期限 □期限  平成  年  月  日 まで

 ４ 契約区分 ■ 確定契約 □ 概算契約

 ５ そ の 他 特 約 事 項        

６ 現 場 説 明      ■ 不要

□ 要  （  月  日  時  分  場所 ） 

７ 委 託 概 要     

東台小学校ほか１３校の校舎棟外壁モルタル塗仕上げ等の浮き 

・クラックの調査を行う。
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８ 部 分 払         

□ す る （  回以内） 

■ しない

   部 分 払 の 基 準            

業 務 内 容     
履  行 

予定月
数  量 単 位 単 価 金 額

※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額

※概算数量の場合は、数量及び金額を（ ）で囲む。

  委 託 代 金 額             

 ￥

 内  訳   業 務 価 格        

  ￥

   消費税及び地方消費税相当額 

 ￥
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内    訳    書 

 

名      称 形状寸法等 数  量 単位 
単 価 

     (円) 

  金    額  

           (円) 
摘    要 

１ 直接人件費        

 仮設費  １  式     

 現地調査費 

（打診調査費含む） 
 １  式      

 現地撮影費  １  式      

 画像解析費  １  式        

 機械損料       １  式      

 報告書作成費  １  式     
CAD 図 面 作

製費含む 

          

          

小   計        

        

２ 業務管理費        

 業務管理費       1  式      

        

３ 一般管理費          

 一般管理費       1  式        

        

合 計         

        

 消費税及び地方消費税    １  式      

        

総   計         

※  概算数量の場合は、数量及び金額を（ ）で囲む                
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建築物外壁調査業務委託仕様書 

１．調査内容及び実施 

（１） 調査対象範囲は、コンクリート下地のモルタル塗り外壁面及び庇等の上げ裏とする。

（２） 調査方法は、原則赤外線装置法による。ただし、地盤面より３ｍ部分及び赤外線装置法で、調査

に誤差が生じやすい場所等については、打診による調査を実施する。

（３) 調査範囲は、添付資料による。不明な点は別途協議すること。

（４) 調査・解析を行う者は、外壁赤外線調査実務経験のあるものとする。

（５) 日程調整は、各施設及び担当者と調整の上行う事。又、調査工程表を担当者に提出すること。

（６) 調査に際して安全性を考慮し、危険が生じる可能性がある行為は行わないこと。また、周囲の安全

状況を十分に確認し作業を行うこと。

（７) 現場状況により隣地等に立ち入りの必要な場合は、受託者の責任において隣地等の関係者の許

可を得ること。

（８) 調査を行う者は、調査を行う前に以下に掲げる書類を提出し、担当者の承諾を得ること。

・ 撮影に使用される機器等のパンフレット及び、機器の校正記録。

・ 赤外線画像解析に使用される解析ソフトウェアのパンフレット。

・ 調査実施計画書。

・ その他、担当者が必要と認める書類。

２．調査の方法 

（１） 赤外線装置法による場合

・ 調査機器については以下の通りとする。

① 検出素子は 640×480≒30 万画素以上とし、温度分解能は 0.05℃以下とする。

② 画像解析時に温度表示が可能なフォーマットで画像保存機能を有すること。

③ 赤外線画像と同時に可視画像が撮影できること。

・ 撮影精度については以下の通りとする。

① 対象壁面において、25 ㎜/pix 以下の解像度とすること。ただし、タイル張の箇所につい

ては、15 ㎜/pix 以下の解像度とすること。

② 撮影対象との角度は撮影水平角±30°、撮影上下角±45°以内とすること。

③ ①及び②に定める数値が確保できない場合は、担当者と協議の上、承諾を受けること。

④ 調査時の天候、日照等を十分に考慮して撮影すること。

・ 赤外線画像解析については以下の通りとする。

① 部分打診により確認した浮き、剥離等の部分を赤外線画像で確認し、支障部分と正常

部分の温度差(基準温度差)を特定すること。

② 基準温度差は、撮影面毎及び撮影日毎に確認すること。

③ 基準温度差を基に、赤外線画像内の温度データを、解析し、浮き、剥離等、支障部分

を特定すること。
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３．報告書等 

（１) 赤外線画像解析及び打診調査終了後、報告書(カラー印刷 A4 版１部)及びデータ（CD-R

１部）を提出すること。（図面は A4 版折込可）

報告書の内容は以下とする。

・ 赤外線画像は、正常部と浮き、剥離部分の温度差を画素毎に明確に表示したものとし、

基準温度差を特定した箇所の赤外線画像を添付すること。

・ 支障部分を画素毎に明示した赤外線画像及び、支障部分を画素毎に明示した同時撮

影(同アングル)の可視画像を添付すること。

・ 対象面との撮影距離を画像毎に正確に明示すること。

・ 立面図（縮尺１/100、CAD 図作成）上において、外壁面及び庇等の上げ裏に浮き、剥離、クラッ

ク等の位置を正確に記入作成すること。

・ 浮き、剥離、クラック等のエクセル作成による集計表を添付すること。（棟毎に作成すること）

・ その他、発注者が必要と認める書類を添付すること。

（２） 本報告書提出に際し、事前に提出書類について担当者と打ち合わせを行い、承諾を得た上で報

告書の提出を行うこと。 なお、１-（５）調査工程表の作成においては、現地調査、解析作業及び報

告書作成作業のほか上記打ち合わせを踏まえた工程表を作成すること。

４．その他 

（１) 機密保持

・ 受託者は、業務上知り得た機密を第三者に漏らしてはならない。

・ 受託者は、成果品について発注者の承諾なしには他の者に対しても閲覧、複写、譲渡

又は提供をしてはならない。 

（２） 危険箇所の報告

・ 現地調査時にて、目視確認で直ぐに剥落の危険性があると判断した場合には、担当者に対象

箇所（範囲・位置・現状写真等）の報告を行うこと。

注意事項 

・ 調査を行う者は、現場での業務及び作業に適した服装、履物で業務を実施すること。

・ 調査を行う者は、名札又は腕章等を着けて業務を行うこと。

・ 点検調査の際は、周囲の状況を十分に確認し、点検箇所への施設利用者等の接近を防止する

など安全対策に万全を期すこと。 
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東台小学校ほか１３校外壁調査対象リスト（25棟）
Ｎｏ Ｎｏ

施設 棟 区 町

1 東台小学校 鶴見 6-1 6-2 校舎１ 1,400

2 東台小学校 鶴見 10-1 10-3 校舎２ 1,000

3 東台小学校 鶴見 8 給食 100

2 4 岸谷小学校 鶴見 岸谷一丁目６番１号 5-1 5-2 5-3 校舎１ 1,900

5 矢向小学校 鶴見 4-1 4-2 4-3 校舎１ 1,700

6 矢向小学校 鶴見 9-1 校舎２ 1,300

7 矢向小学校 鶴見 9-2 校舎３ 900

8 矢向小学校 鶴見 8-1 校舎４ 1,450

9 矢向小学校 鶴見 2 渡り廊下 50

4 10 馬場小学校 鶴見 馬場七丁目２０番１号 1-1 1-2 1-3 1-4 校舎１ 1,800

11 駒岡小学校 鶴見 1-1 1-3 校舎１Ａ 1,950

12 駒岡小学校 鶴見 2-1 校舎１Ｂ 650

13 駒岡小学校 鶴見 4-1 4-2 4-3 校舎２Ａ 900

6 14 太田小学校 南 三春台４２番地 1-1 1-2 2-1 2-2 校舎１・２ 2,400

15 蒔田小学校 南 1 校舎１ 300

16 蒔田小学校 南 2-1 2-6 校舎２ 1,850 渡り廊下含む

17 南小学校 南 3-1 3-2 3-3 校舎１ 2,000

18 南小学校 南 5-1 5-2 校舎２ 1,300

9 19 希望ケ丘小学校 旭 中希望が丘１２４番地 1-1 1-3 1-4 校舎２Ａ 1,450

20 大綱小学校 港北 大倉山四丁目２番１号 1-1 校舎１ 2,400

21 大綱小学校 港北 大倉山四丁目２番１号 2 校舎2 1,350

11 22 港北小学校 港北 菊名二丁目１５番１号 1 校舎１ 1,350

12 23 篠原小学校 港北 篠原東三丁目２７番１号1-2 1-3 校舎１ 1,000

13 24 東高等学校 鶴見 馬場三丁目５番１号 42-6 42-7 42-8 42-9 体育館 2,300 タイル貼の部分

14 25
北綱島特別支援
学校

港北 綱島西五丁目１４番５４号 1 校舎４ 1,350 タイル貼の部分

10

中里一丁目６番１６号8

学校名
住所

棟番号 備考棟ｺｰﾄﾞ
参考概算
数量（㎡）

蒔田町１０２０番地

東寺尾東台１２番１号1

7

3

5

矢向三丁目８番１号

駒岡三丁目１４番１号
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校舎１

校舎２

給食

東台小学校
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校舎１

岸谷小学校
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校舎１

校舎４ 校舎２,３

矢向小学校
 
12



校舎１

馬場小学校
13



校舎１A

校舎１B

校舎２A

駒岡小学校
14



校舎１

校舎２

太田小学校
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校舎１ 校舎２

蒔田小学校
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校舎１校舎２

タイル貼り部分

南小学校
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校舎２Ａ

希望ケ丘小学校 
18



校舎２

校舎１

大綱小学校
19



校舎１

港北小学校
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校舎１

篠原小学校
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屋体
タイル貼り部分

東高等学校
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校舎１

タイル貼り部分

北綱島特別支援学校
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委託契約書

１ 委託名 東台小学校ほか13校外壁調査委託

２ 履行場所 横浜市鶴見区東寺尾東台12番１号ほか13か所

３ 契約期間 令和 元年   月   日 から 令和 ２年 ２月 １４日 まで 

４ 契約金額 

■ 課税業者（うち取引に係る消費税及び地方消費税）

□ 免税業者

５ 契約区分 ■確定契約〔前金払 ■しない □ する（□ 分割払（ 回） □ 一括払）〕 

□ 概算契約〔概算払 □しない □ する（□ 分割払（ 回） □ 一括払）〕 

６ 部分払 ■ しない □ する（  回以内） 

７ 部分払の基準  □ 基準表のとおり □ 設計書のとおり

８ 分割払の基準  □ 基準表のとおり □ 設計書のとおり

９ 部分払又は分割払の基準表 

※単価及び金額は消費税等額を含まない金額

10委託代金の支払場所  ■横浜市指定金融機関（市庁内）□横浜市水道局出納取扱金融機関  □横浜市交通局出納取扱金融機関   

11 契約保証金   ■免除 □ 円 

12  特約条項

 上記の委託について、委託者横浜市と受託者                            とは、 

おのおの対等な立場における合意に基づいて、別紙の約款の条項（特約条項がある場合、それを含む。）によって委託

契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、当事者双方記名押印の上、各自１通を保有するものとする。 

令和  年  月  日 

委託者 横浜市中区港町１丁目１番地 

横浜市契約事務受任者 

横浜市教育委員会 教育次長    小椋  歩 ㊞ 

受託者 所 在 地 

商号又は名称 

代表者職氏名 ㊞ 

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

億 千 百 十 万 千 百 十 円 

業務内容 履行予定月 数量 単位 単価（円） 金額（円） 

収入印紙添付 欄（抜粋）
100万円以下    200円 
200万円以下    400円 
300万円以下    1千円 
500万円以下    2千円 
1千万円以下    1万円 
5千万円以下    2万円 
1億円 以下   6万円 
5億円  以下   10万円 
10億円 以下   20万円
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設計図書《仕様書》等に関する質問書

令 和 年 月 日

住 所

商 号 又 は 名 称

代 表 者 職 指 名

連絡先：担当者氏名

電 話 番 号

フ ァ ク シ ミ リ

件  名 東台小学校ほか 13 校外壁調査委託 

上記件名にかかる設計（仕様）書の内容等について、次のとおり質問します。

項目（ページ数等） 質 問 内 容

（注意）質問がある場合は、「発注情報詳細」に記載された、質問締切日時までにこの用紙に質問

内容を記載し、担当部署に来庁して提出するか、担当部署にファクシミリまたは電子メール

で送信すること。なお、ファクシミリまたは電子メールで送信した際は、質問書を送信した

旨を同時に担当部署へ必ず電話で連絡すること。

（担当部署）教育委員会事務局施設部教育施設課 担当 安河内

電話 045(671)3257  ファクシミリ 045(664)4743 
電子メール ki00-yasukouchi@city.yokohama.jp 
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第３号様式（第28条） 

令和  年  月  日 

公募型指名競争入札参加意向申出書 

横浜市契約事務受任者 

業者コード 

所在地 

商号又は名称 

代表者職氏名 印 

 次の指名競争入札に参加を申し込みます。 

公表日 令和元年 ８月 ２３日 

種目名「320：各種調査企画（建築物劣化調査）」 

契約番号 件   名 

１ 東台小学校ほか13校外壁調査委託 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

（注意）種目別に提出してください。 

※ 「横浜市契約事務受任者」は、水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道事業管理

者」と、交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通事業管理者」と読み替えるものと

する。
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第６号様式（第17条、第22条第３項、第28条第２項） 

 令和  年  月  日 

委 託 業 務 経 歴 書 

横浜市契約事務受任者 

業者コード 

所在地 

商号又は名称 

代表者職氏名   印  

件名 東台小学校ほか13校外壁調査委託 

上記案件について、次のとおり委託業務経歴があります。 

注 文 者 受 注 区 分 件 名 業 務 内 容 
契 約 金 額

（千円） 

履  行 

期  間 

□ 元請

□ 下請

から 

まで 

□ 元請

□ 下請

から 

まで 

□ 元請

□ 下請

から 

まで 

（注意）１ 案件ごとに提出してください。 

２ 設計図書に基づく業務又はこれと同種の業務について、完了したものを記載してください。 

３ 下請業務等については注文者は元請者を記載し、その下に発注者を（  ）で記載してください。その場

合、件名及び業務内容は、下請業務について記載してください
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別記様式１ 

入札（見積）書

令和  年  月  日 

横浜市契約事務受任者 

 住    所 

 商号又は名称

代表者職氏名 ㊞ 

次の金額で、関係書類を熟覧のうえ、横浜市契約規則を遵守し入札 

（見積）いたします。

金  額 

億 千 百 十 万 千 百 十 円

件 名 東台小学校ほか 13 校外壁調査委託 

（注意） 

 入札（見積）書には、消費税法第９条第１項規定の免税事業者であるか課税事業者であるかを問わず、見積も

った契約希望価格の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。 
これによらない方法での入札（見積り）を指示された場合は、それに従うこと。 

１ 「横浜市契約事務受任者」は、水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道事業管理者」
と、交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通事業管理者」と読み替えるものとする。 

２ 「横浜市契約規則」は、水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道局契約規程（平成 20
年３月水道局規程第７号）第２条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則」と、交通事業管理者の
権限に属する契約にあっては「横浜市交通局契約規程（平成 20 年３月交通局規程第 11 号）第２条の規定に
より読み替えて準用する横浜市契約規則」と読み替えるものとする。 
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別記様式２ 

(Ａ４）

入 札 辞 退 届 

令和  年  月  日 

横浜市契約事務受任者 

住    所 

商号又は名称 

代表者職氏名   ○印 

次の入札について、都合により辞退したいのでお届けいたします。 

件 名 東台小学校ほか 13 校外壁調査委託 

１ 「横浜市契約事務受任者」は、水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市 

水道事業管理者」と、交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通事業管 

理者」と読み替えるものとする。 
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